
疑義申し立て

訪問看護第三者評価の流れ

1.受審申込

2.受審日調整

4.訪問審査

3.書面審査

愛知県看護協会（以下協会）
ホームページから、申込用紙を
取得し、申し込む（6・12月）

①基本情報調査票、

②自己評価調査票を記載し、
協会へ提出（訪問審査1か月
前には提出）

6.認定の審議

（第三者評価委
員会）

訪看側と協会側で調整後決定
（申し込み後2週間以内）

5.中間結果
報告

サーベイヤーが訪問

インタビュー、ケアプロセス
調査実施

訪問審査終了後6週間以内に報告

全ての項目の評価が「2」以上
であれば、「認定」

評価「1」の項目があれば
「認定留保」

「認定」事業所には認定証
「認定留保」の場合は
改善指摘事項を通知

「認定留保」
原則3か月以内に

改善指摘事項報告書を提出

再審査
「認定」

認定証

結果確認後、事実誤認・疑義があ
れば、協会へ文書提出（2週間以内）


